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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
八
十
六
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
、
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
砂

防
課
及
び
峡
南
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
土
砂
災
害
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

現
象
の
種
類

市
川
三
郷
町

湯
ノ
岡
・
湯
ノ
岡
Ⅲ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

・
道
場
Ⅱ

（
図
面
省
略
）

天
神
林

急
傾
斜
地
の
崩
壊

前
畑
・
谷
津

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
林
・
平
林
の
２
・

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
林
Ⅲ

池
尻

急
傾
斜
地
の
崩
壊

池
尻
の
２
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

池
尻
の
２
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

宮
ノ
西
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

宮
ノ
西
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

青
木

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
畑
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
畑
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
ノ
神

急
傾
斜
地
の
崩
壊

蔵
地
場
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

蔵
地
場
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

蔵
地
場
│
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

近
萩

急
傾
斜
地
の
崩
壊

家
ノ
上

急
傾
斜
地
の
崩
壊

居
屋
敷

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
梨
県
公
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四
十
五
号
　
　
平
成
十
九
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三
月
十
九
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
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一
七
五

山
梨
県
公
報
平
成
十
九
年

三
月
十
九
日

第
千
七
百
四
十
五
号

月　曜　日



宮
ノ
下

急
傾
斜
地
の
崩
壊

堀
切

急
傾
斜
地
の
崩
壊

家
ノ
下

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
河
原
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

日
影
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

清
水
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
明
地
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

地
蔵
ノ
上
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

細
田
の
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

細
田
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

細
田
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

北
ノ
前

急
傾
斜
地
の
崩
壊

八
ツ
沢
│
１

土
石
流

八
ツ
沢
│
２

土
石
流

道
場
沢

土
石
流

波
柳
沢

土
石
流

新
川
│
１

土
石
流

新
川
│
２

土
石
流

新
川
│
３

土
石
流

新
川
│
４

土
石
流

新
川
│
５

土
石
流

清
水
沢

土
石
流

蔵
地
場
沢
│
１

土
石
流

蔵
地
場
沢
│
２

土
石
流

帯
那
沢

土
石
流

薬
袋
田
沢
│
１

土
石
流

薬
袋
田
沢
│
２

土
石
流

薬
袋
田
沢
│
３

土
石
流

薬
袋
田
沢
│
４

土
石
流

加
入
道
川
│
１

土
石
流

加
入
道
川
│
２

土
石
流

堤
入
川

土
石
流

狭
間
田
川
│
１

土
石
流

狭
間
田
川
│
２

土
石
流

狭
間
田
川
│
３

土
石
流

塩
の
沢
川

土
石
流

岩
間
沢

土
石
流

狭
間
田
│
１

地
滑
り

山
梨
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狭
間
田
│
２

地
滑
り

狭
間
田
│
３

地
滑
り

狭
間
田
│
４

地
滑
り

狭
間
田
│
５

地
滑
り

狭
間
田
│
６

地
滑
り

狭
間
田
│
７

地
滑
り

狭
間
田
│
８

地
滑
り

狭
間
田
│
９

地
滑
り

岩
間
│
１

地
滑
り

岩
間
│
２

地
滑
り

岩
間
│
３

地
滑
り

岩
間
│
４

地
滑
り

岩
間
│
５

地
滑
り

岩
間
│
６

地
滑
り

岩
間
│
７

地
滑
り

岩
間
│
８

地
滑
り

岩
間
│
９

地
滑
り

岩
間
│
１
０

地
滑
り

岩
間
│
１
１

地
滑
り

加
入
道
│
１

地
滑
り

加
入
道
│
２

地
滑
り

加
入
道
│
３

地
滑
り

加
入
道
│
４

地
滑
り

加
入
道
│
５

地
滑
り

加
入
道
│
６

地
滑
り

加
入
道
│
７

地
滑
り

加
入
道
│
８

地
滑
り

加
入
道
│
９

地
滑
り

加
入
道
│
１
０

地
滑
り

加
入
道
│
１
１

地
滑
り

加
入
道
│
１
２

地
滑
り

加
入
道
│
１
３

地
滑
り

加
入
道
│
１
４

地
滑
り

細
田
│
１

地
滑
り

細
田
│
２

地
滑
り

二
　
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
特
別
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

示
及
び
当
該
自
然
現
象
に
よ
り

現
象
の
種
類

建
築
物
に
作
用
す
る
と
想
定
さ

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
五
号
　
　
平
成
十
九
年
三
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十
九
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れ
る
衝
撃
に
関
す
る
事
項

市
川
三
郷
町

湯
ノ
岡
・
湯
ノ
岡
Ⅲ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

・
道
場
Ⅱ

（
図
面
省
略
）

天
神
林

急
傾
斜
地
の
崩
壊

前
畑
・
谷
津

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
林
・
平
林
の
２
・

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
林
Ⅲ

池
尻

急
傾
斜
地
の
崩
壊

池
尻
の
２
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

池
尻
の
２
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

宮
ノ
西
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

宮
ノ
西
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

青
木

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
畑
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
畑
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
ノ
神

急
傾
斜
地
の
崩
壊

蔵
地
場
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

蔵
地
場
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

蔵
地
場
│
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

近
萩

急
傾
斜
地
の
崩
壊

家
ノ
上

急
傾
斜
地
の
崩
壊

居
屋
敷

急
傾
斜
地
の
崩
壊

宮
ノ
下

急
傾
斜
地
の
崩
壊

堀
切

急
傾
斜
地
の
崩
壊

家
ノ
下

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
河
原
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

日
影
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

清
水
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
明
地
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

地
蔵
ノ
上
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

細
田
の
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

細
田
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

細
田
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

北
ノ
前

急
傾
斜
地
の
崩
壊

八
ツ
沢
│
１

土
石
流

八
ツ
沢
│
２

土
石
流

道
場
沢

土
石
流

波
柳
沢

土
石
流

新
川
│
１

土
石
流

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
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五
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平
成
十
九
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三
月
十
九
日
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新
川
│
２

土
石
流

新
川
│
３

土
石
流

新
川
│
４

土
石
流

新
川
│
５

土
石
流

清
水
沢

土
石
流

蔵
地
場
沢
│
１

土
石
流

蔵
地
場
沢
│
２

土
石
流

薬
袋
田
沢
│
２

土
石
流

薬
袋
田
沢
│
３

土
石
流

加
入
道
川
│
１

土
石
流

加
入
道
川
│
２

土
石
流

堤
入
川

土
石
流

狭
間
田
川
│
１

土
石
流

狭
間
田
川
│
２

土
石
流

岩
間
沢

土
石
流

山
梨
県
告
示
第
八
十
七
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
、
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
砂

防
課
及
び
峡
南
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
土
砂
災
害
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

現
象
の
種
類

鰍
沢
町

大
法
師
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

大
法
師
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
法
師
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
法
師
の
３
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
法
師
の
３
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
法
師
の
３
│
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
法
師
の
３
│
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
法
師
の
３
│
５

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
法
師
の
３
│
６

急
傾
斜
地
の
崩
壊

入
町
西

急
傾
斜
地
の
崩
壊

風
早
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

風
早
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

天
戸
坂
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

天
戸
坂
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

天
戸
坂
│
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
五
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

一
七
九



林
際

急
傾
斜
地
の
崩
壊

鬼
島

急
傾
斜
地
の
崩
壊

鬼
島
の
２
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

鬼
島
の
２
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

鬼
島
の
２
│
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

長
知
沢
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

長
知
沢
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

長
知
沢
│
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

長
知
沢
│
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

梅
久
保

急
傾
斜
地
の
崩
壊

屋
の
下
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

屋
の
下
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

屋
の
下
の
２
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

屋
の
下
の
２
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

屋
の
下
の
２
│
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

宮
の
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

高
羽
根

急
傾
斜
地
の
崩
壊

畔
沢
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

畔
沢
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

二
軒
屋
Ⅱ
の
２
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

二
軒
屋
Ⅱ
の
２
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
平
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

鬼
島
Ⅱ
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

鬼
島
Ⅱ
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

鬼
島
Ⅱ
│
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

梅
久
保
Ⅱ
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

梅
久
保
Ⅱ
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

梅
久
保
Ⅱ
の
２
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

梅
久
保
Ⅱ
の
２
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

梅
久
保
Ⅱ
の
２
│
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

両
久
保
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

鳥
屋
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

白
子
沢
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

桂
沢

土
石
流

直
道
沢

土
石
流

赤
石
切
沢
川

土
石
流

白
子
沢

土
石
流

荒
沢

土
石
流

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
五
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

一
八
〇



タ
ナ
ン
沢

土
石
流

宿
戸
沢

土
石
流

東
沢

土
石
流

鳥
屋
沢

土
石
流

白
沢

土
石
流

新
居
山
沢
川

土
石
流

深
堀
沢

土
石
流

観
音
沢
│
１

土
石
流

観
音
沢
│
２

土
石
流

中
丿
沢

土
石
流

氏
神
沢

土
石
流

国
見
沢

土
石
流

柿
の
木
沢

土
石
流

湯
沢
川

土
石
流

南
川

土
石
流

上
山
沢
川

土
石
流

大
法
師
沢

土
石
流

国
見
沢

地
滑
り

柳
川
の
１
│
１

地
滑
り

柳
川
の
１
│
２

地
滑
り

柳
川
の
１
│
３

地
滑
り

柳
川
の
１
│
４

地
滑
り

柳
川
の
２

地
滑
り

鳥
屋
│
１

地
滑
り

鳥
屋
│
２

地
滑
り

二
　
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
特
別
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

示
及
び
当
該
自
然
現
象
に
よ
り

現
象
の
種
類

建
築
物
に
作
用
す
る
と
想
定
さ

れ
る
衝
撃
に
関
す
る
事
項

鰍
沢
町

大
法
師
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

大
法
師
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
法
師
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
法
師
の
３
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
法
師
の
３
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
法
師
の
３
│
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
法
師
の
３
│
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
法
師
の
３
│
５

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
法
師
の
３
│
６

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
五
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

一
八
一



入
町
西

急
傾
斜
地
の
崩
壊

風
早
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

風
早
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

天
戸
坂
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

天
戸
坂
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

天
戸
坂
│
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

林
際

急
傾
斜
地
の
崩
壊

鬼
島

急
傾
斜
地
の
崩
壊

鬼
島
の
２
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

鬼
島
の
２
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

鬼
島
の
２
│
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

長
知
沢
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

長
知
沢
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

長
知
沢
│
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

長
知
沢
│
４

急
傾
斜
地
の
崩
壊

梅
久
保

急
傾
斜
地
の
崩
壊

屋
の
下
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

屋
の
下
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

屋
の
下
の
２
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

屋
の
下
の
２
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

屋
の
下
の
２
│
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

宮
の
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

高
羽
根

急
傾
斜
地
の
崩
壊

畔
沢
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

畔
沢
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

二
軒
屋
Ⅱ
の
２
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

二
軒
屋
Ⅱ
の
２
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
平
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

鬼
島
Ⅱ
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

鬼
島
Ⅱ
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

鬼
島
Ⅱ
│
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

梅
久
保
Ⅱ
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

梅
久
保
Ⅱ
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

梅
久
保
Ⅱ
の
２
│
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

梅
久
保
Ⅱ
の
２
│
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

両
久
保
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

鳥
屋
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

白
子
沢
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
五
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

一
八
二



直
道
沢

土
石
流

白
子
沢

土
石
流

荒
沢

土
石
流

タ
ナ
ン
沢

土
石
流

東
沢

土
石
流

鳥
屋
沢

土
石
流

白
沢

土
石
流

新
居
山
沢
川

土
石
流

深
堀
沢

土
石
流

観
音
沢
│
１

土
石
流

観
音
沢
│
２

土
石
流

氏
神
沢

土
石
流

国
見
沢

土
石
流

柿
の
木
沢

土
石
流

湯
沢
川

土
石
流

上
山
沢
川

土
石
流

公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
十
九
年
三
月
六
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
大
洋

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
長
田
朋
子

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
中
央
市
山
之
神
千
百
二
十
二
番
地
オ
ギ
ノ
リ
バ
ー
シ
テ
ィ
一
Ｆ

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
山
梨
県
内
の
外
国
人
、
日
本
人
す
べ
て
の
市
民
に
対
し
、
各
国
の
言
語
、
文
化
、

ス
ポ
ー
ツ
等
に
関
す
る
紹
介
及
び
各
種
教
室
の
開
催
、
在
日
外
国
人
の
為
の
生
活
指
導
、
協
力
、

支
援
、
交
流
な
ど
の
国
際
協
力
を
通
し
て
、
相
互
の
理
解
と
親
善
を
深
め
る
事
業
を
行
う
こ
と
に

よ
り
、
豊
か
な
地
域
社
会
づ
く
り
と
国
際
協
力
の
活
動
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
九
年
三
月
七
日
か
ら
同
年
五
月
六
日
ま
で

'

建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
建

設
業
の
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
九
年
三
月
七
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
田
口
工
業
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
大
里
町
二
千
三
百
六
十
二
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
田
口
和
人

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
五
）
第
五
一
二
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、

屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
、
し
ゅ

ん
せ
つ
工
事
業
、
内
装
仕
上
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
被
処
分
者
が
平
成
十
七
年
四
月
十
五
日
午
後
二
時
甲
府
地
方
裁
判

所
の
破
産
手
続
開
始
決
定
を
受
け
た
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
五
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

一
八
三



'

建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
建

設
業
の
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
九
年
三
月
七
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
産
業
運
輸
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
五
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
手
塚
俊
郎

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
六
）
第
七
九
八
七
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
ほ
装
工

事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
被
処
分
者
が
平
成
十
八
年
二
月
二
十
八
日
臨
時
株
主
総
会
の
決
議

に
よ
り
解
散
し
た
。

'

建
設
業
法
に
基
づ
く
監
督
処
分

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
監
督
処
分
を
し
た

の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
九
年
三
月
九
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
梶
美
工
業

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
三
千
五
百
六
十
二
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
梶
原
立
美

三
　
処
分
の
内
容
　
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
三
項
に
基
づ
く
営
業
の
停
止
命
令

１
　
停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲
　
建
設
業
の
営
業
の
全
部

２
　
期
間
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
二
十
四
日
ま
で
の
三
日
間

四
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
被
処
分
者
は
建
設
業
の
許
可
が
失
効
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

軽
微
な
建
設
工
事
の
範
囲
を
超
え
る
建
設
工
事
を
請
け
負
っ
た
。

'

基
本
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
九
年

三
月
五
日
付
け
で
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
作
業
種
類
　
基
本
測
量
（
機
動
観
測
）

二
　
作
業
期
間
　
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
　
作
業
地
域
　
富
士
吉
田
市
及
び
南
都
留
郡
鳴
沢
村

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
七
号

信
号
機
の
設
置
、
車
両
の
通
行
禁
止
、
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
公
安
委

員
会
告
示
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
関
係
道
路
標
識
等
が
設
置
又
は
撤
去
さ
れ
た

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安

委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
鶴
　
　
田
　
　
美
　
　
枝

別
表
第
一
中

「
一
八
一

中
巨
摩
郡
竜
王
町
西
八
幡
二
三
七
九

下
八
幡
公
会
堂
五
九
・
四
・
一
二

番
地
先
（
主
要
地
方
道
新
甲
府
櫛
形

前

告
示
　
第
一
九
号

線
と
町
道
の
交
わ
る
十
字
路
交
差
点

）

一
八
二

中
巨
摩
郡
竜
王
町
西
八
幡
二
三
八
五

下
八
幡
二
区
玉
五
九
・
四
・
一
二

番
地
の
一
先
（
主
要
地
方
道
旧
甲
府

幡
中
学
校
通
学
告
示
　
第
一
九
号

櫛
形
線
と
町
道
の
交
わ
る
十
字
路
交

路

差
点
）

」

を「
一
八
一

甲
斐
市
西
八
幡
三
、
五
九
九
番
地
先

玉
幡
西

平
成
一
九
年
三
月
一
九
日

（
県
道
甲
斐
中
央
線
と
県
道
甲
府
南

告
示
第
二
七
号

ア
ル
プ
ス
線
（
通
称
廃
軌
道
）
と
の
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梨
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十
字
路
交
差
点
）

一
八
二

甲
斐
市
西
八
幡
三
、
五
四
四
番
地
先

下
八
幡

平
成
一
九
年
三
月
一
九
日

（
県
道
甲
斐
中
央
線
と
県
道
甲
府
南

告
示
第
二
七
号

ア
ル
プ
ス
線
（
通
称
バ
ス
通
り
）
と

の
十
字
路
交
差
点
）

」

に
、

「
五
五

南
巨
摩
郡
増
穂
町
大
椚
六
七
〇
番
地

増
穂
Ｉ
Ｃ
入
口
平
成
一
九
年
一
月
二
五
日

先
（
国
道
五
二
号
と
中
部
横
断
自
動

告
示
第
六
号

車
道
と
の
丁
字
路
交
差
点
）

」

を「
五
五

南
巨
摩
郡
増
穂
町
大
椚
六
七
〇
番
地

増
穂
Ｉ
Ｃ
入
口
平
成
一
九
年
一
月
二
五
日

先
（
国
道
五
二
号
と
中
部
横
断
自
動

告
示
第
六
号

車
道
と
の
丁
字
路
交
差
点
）

五
六

南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
三
四
〇
番
地
一
先

鰍
沢
病
院
入
口
平
成
一
九
年
三
月
一
九
日

（
国
道
五
二
号
（
甲
西
道
路
）
と
町

告
示
第
二
七
号

道
と
の
丁
字
路
交
差
点
）

五
七

南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
一
、
〇
八
七
番
地

鰍
沢
中
学
校
東
平
成
一
九
年
三
月
一
九
日

一
先
（
国
道
五
二
号
（
甲
西
道
路
）

告
示
第
二
七
号

と
町
道
と
の
十
字
路
交
差
点
）

五
八

南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
一
、
四
六
六
番
地

富
士
橋
西
詰

平
成
一
九
年
三
月
一
九
日

先
（
国
道
五
二
号
（
甲
西
道
路
）
と

告
示
第
二
七
号

県
道
市
川
三
郷
鰍
沢
線
と
の
十
字
路

交
差
点
）

」

に
、

「
三
〇

大
月
市
大
月
二
丁
目
一
〇
番
一
二
号

都
留
高
校
南

平
成
一
八
年
一
〇
月
二
六
日

先
（
国
道
一
三
九
号
と
国
道
二
〇
号

告
示
第
一
〇
七
号

（
大
月
バ
イ
パ
ス
）
と
の
丁
字
路
交

差
点
）

」

を「
三
〇

大
月
市
大
月
二
丁
目
一
〇
番
一
二
号

都
留
高
校
南

平
成
一
八
年
一
〇
月
二
六
日

先
（
国
道
一
三
九
号
と
国
道
二
〇
号

告
示
第
一
〇
七
号

（
大
月
バ
イ
パ
ス
）
と
の
丁
字
路
交

差
点
）

三
一

大
月
市
駒
橋
二
丁
目
五
番
一
二
号
先

駒
橋

平
成
一
九
年
三
月
一
九
日

（
国
道
二
〇
号
（
大
月
バ
イ
パ
ス
）

告
示
第
二
七
号

と
国
道
二
〇
号
（
旧
道
）
と
の
丁
字

路
交
差
点
）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
三
中

「
六
八
九

市
道
渋

北
杜
市
長
坂
町
塚
川
二

大
型
自

七
時
か

長
坂
平
成
一
九
年
二
月
五

沢
三
号

、
八
一
九
番
地
先
（
オ

動
車
、

ら
一
九

日

線

オ
ム
ラ
サ
キ
セ
ン
タ
ー

大
型
特

時
ま
で

告
示
第
九
号

駐
車
場
）
か
ら
北
杜
市

殊
自
動

長
坂
町
渋
沢
一
、
〇
〇

車
（
路

七
番
地
一
九
先
（
北
杜

線
バ
ス

高
校
南
東
角
交
差
点
）

、
学
校

ま
で
（
四
五
〇
メ
ー
ト

関
係
車

ル
）

両
を
除

く
。）

」

を「
六
八
九

市
道
渋

北
杜
市
長
坂
町
塚
川
二

大
型
自

七
時
か

長
坂
平
成
一
九
年
二
月
五

沢
三
号

、
八
一
九
番
地
先
（
オ

動
車
、

ら
一
九

日

線

オ
ム
ラ
サ
キ
セ
ン
タ
ー

大
型
特

時
ま
で

告
示
第
九
号

駐
車
場
）
か
ら
北
杜
市

殊
自
動

長
坂
町
渋
沢
一
、
〇
〇

車
（
路

七
番
地
一
九
先
（
北
杜

線
バ
ス

高
校
南
東
角
交
差
点
）

、
学
校
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梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
五
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

一
八
五



ま
で
（
四
五
〇
メ
ー
ト

関
係
車

ル
）

両
を
除

く
。）

六
九
〇

市
道
法

都
留
市
法
能
四
〇
四
番

大
型
自

土
曜
・

都
留
平
成
一
九
年
三
月
一

能
宮
原

地
一
四
先
（
住
吉
町
自

動
車
、

日
曜
・

九
日

線

治
会
館
）
か
ら
都
留
市

大
型
特

祭
日
を

告
示
第
二
七
号

法
能
一
、
一
一
七
番
地

殊
自
動

除
く
七

先
（
カ
タ
ク
商
事
）
ま

車

時
か
ら

で
（
一
、
六
〇
〇
メ
ー

九
時
ま

ト
ル
）

で

」

に
改
め
る
。

別
表
第
四
中

「
五
一
五

県
道
甲

中
央
市
臼
井
阿
原
三
、
五

車
両

車
両
進
行

南
甲
平
成
一
八
年
一

府
市
川

六
一
番
地
先
か
ら
中
央
市

北
か
ら
南

府

〇
月
二
六
日

三
郷
線

臼
井
阿
原
三
、
五
六
三
番

へ
終
日

告
示
第
一
〇
七

（
（
都

地
先
ま
で
（
一
八
九
メ
ー

号

）
田
富

ト
ル
）

西
通
り

線
）

」

を「
五
一
五

県
道
甲

中
央
市
臼
井
阿
原
三
、
五

車
両

車
両
進
行

南
甲
平
成
一
八
年
一

府
市
川

六
一
番
地
先
か
ら
中
央
市

北
か
ら
南

府

〇
月
二
六
日

三
郷
線

臼
井
阿
原
三
、
五
六
三
番

へ
終
日

告
示
第
一
〇
七

（
（
都

地
先
ま
で
（
一
八
九
メ
ー

号

）
田
富

ト
ル
）

西
通
り

線
）

五
一
六

国
道
五

南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
三
、
三

車
両

車
両
進
行

鰍
沢
平
成
一
九
年
三

二
号

三
四
番
地
の
二
先
（
国
道

南
か
ら
北

月
一
九
日

五
二
号
甲
西
道
路
と
の
分

へ
終
日

告
示
第
二
七
号

岐
部
）
か
ら
南
巨
摩
郡
鰍

沢
町
三
、
三
七
三
番
地
の

七
先
（
国
道
五
二
号
旧
道

二
車
線
部
）
ま
で
（
一
一

〇
メ
ー
ト
ル
）

五
一
七

国
道
五

南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
三
、
三

車
両

車
両
進
行

鰍
沢
平
成
一
九
年
三

二
号

七
三
番
地
の
七
先
（
旧
道

旧
道
か
ら

月
一
九
日

と
甲
西
道
路
の
接
続
路
）

甲
西
道
路

告
示
第
二
七
号

（
一
五
メ
ー
ト
ル
）

へ
終
日

五
一
八

国
道
一

笛
吹
市
春
日
居
町
下
岩
下

車
両

車
両
進
行

日
下
平
成
一
九
年
三

四
〇
号

二
九
九
番
地
先
（
上
り
下

西
か
ら
東

部

月
一
九
日

（
西
関

岩
下
オ
ン
ラ
ン
プ
起
点
部

へ
終
日

告
示
第
二
七
号

東
連
絡

）
か
ら
笛
吹
市
春
日
居
町

道
路
・

下
岩
下
無
番
地
先
（
上
り

オ
ン
ラ

下
岩
下
オ
ン
ラ
ン
プ
終
点

ン
プ
）

部
）
ま
で
（
二
〇
〇
メ
ー

ト
ル
）

五
一
九

国
道
一

笛
吹
市
春
日
居
町
下
岩
下

車
両

車
両
進
行

日
下
平
成
一
九
年
三

四
〇
号

二
九
九
番
地
先
（
上
り
下

北
か
ら
東

部

月
一
九
日

（
西
関

岩
下
オ
ン
ラ
ン
プ
左
折
導

へ
終
日

告
示
第
二
七
号

東
連
絡

流
部
）（
一
〇
メ
ー
ト
ル
）

道
路
・

オ
ン
ラ

ン
プ
左

折
導
流

部
）

五
二
〇

国
道
一

笛
吹
市
春
日
居
町
下
岩
下

車
両

車
両
進
行

日
下
平
成
一
九
年
三

四
〇
号

三
六
番
地
先
（
下
り
下
岩

東
か
ら
西

部

月
一
九
日

（
西
関

下
オ
フ
ラ
ン
プ
起
点
部
）

へ
終
日

告
示
第
二
七
号

東
連
絡

か
ら
笛
吹
市
春
日
居
町
下

道
路
・

岩
下
二
九
六
番
地
先
（
下

オ
フ
ラ

り
下
岩
下
オ
フ
ラ
ン
プ
終

ン
プ
）

点
部
）
ま
で
（
二
四
〇
メ

ー
ト
ル
）
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梨
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五
二
一

国
道
一

笛
吹
市
春
日
居
町
上
岩
下

車
両

車
両
進
行

日
下
平
成
一
九
年
三

四
〇
号

三
五
三
番
地
先
（
上
り
上

西
か
ら
東

部

月
一
九
日

（
西
関

岩
下
オ
フ
ラ
ン
プ
起
点
部

へ
終
日

告
示
第
二
七
号

東
連
絡

）
か
ら
笛
吹
市
春
日
居
町

道
路
・

上
岩
下
三
〇
六
番
地
先
（

オ
フ
ラ

上
り
上
岩
下
オ
フ
ラ
ン
プ

ン
プ
）

終
点
部
）
ま
で
（
一
四
〇

メ
ー
ト
ル
）

五
二
二

国
道
一

笛
吹
市
春
日
居
町
上
岩
下

車
両

車
両
進
行

日
下
平
成
一
九
年
三

四
〇
号

三
〇
三
番
地
二
先
（
下
り

東
か
ら
西

部

月
一
九
日

（
西
関

上
岩
下
オ
ン
ラ
ン
プ
起
点

へ
終
日

告
示
第
二
七
号

東
連
絡

部
）
か
ら
笛
吹
市
春
日
居

道
路
・

町
上
岩
下
二
九
二
番
地
先

オ
ン
ラ

（
下
り
上
岩
下
オ
ン
ラ
ン

ン
プ
）

プ
終
点
部
）
ま
で
（
二
一

七
メ
ー
ト
ル
）

五
二
三

国
道
一

笛
吹
市
春
日
居
町
上
岩
下

車
両

車
両
進
行

日
下
平
成
一
九
年
三

四
〇
号

一
八
二
番
地
二
先
（
上
り

西
か
ら
東

部

月
一
九
日

（
西
関

上
岩
下
オ
ン
ラ
ン
プ
起
点

へ
終
日

告
示
第
二
七
号

東
連
絡

部
）
か
ら
笛
吹
市
春
日
居

道
路
・

町
上
岩
下
一
三
七
番
地
先

オ
ン
ラ

（
上
り
上
岩
下
オ
ン
ラ
ン

ン
プ
）

プ
終
点
部
）
ま
で
（
一
六

〇
メ
ー
ト
ル
）

五
二
四

国
道
一

笛
吹
市
春
日
居
町
上
岩
下

車
両

車
両
進
行

日
下
平
成
一
九
年
三

四
〇
号

二
一
三
番
地
一
先
（
下
り

東
か
ら
西

部

月
一
九
日

（
西
関

上
岩
下
オ
フ
ラ
ン
プ
起
点

へ
終
日

告
示
第
二
七
号

東
連
絡

部
）
か
ら
笛
吹
市
春
日
居

道
路
・

町
上
岩
下
一
九
三
番
地
先

オ
フ
ラ

（
下
り
上
岩
下
オ
フ
ラ
ン

ン
プ
）

プ
終
点
部
）
ま
で
（
二
四

五
メ
ー
ト
ル
）

五
二
五

国
道
一

山
梨
市
万
力
二
九
五
番
地

車
両

車
両
進
行

日
下
平
成
一
九
年
三

四
〇
号

先
（
上
り
万
力
オ
フ
ラ
ン

西
か
ら
東

部

月
一
九
日

（
西
関

プ
起
点
部
）
か
ら
山
梨
市

へ
終
日

告
示
第
二
七
号

東
連
絡

万
力
二
三
一
番
地
三
先
（

道
路
・

上
り
万
力
オ
フ
ラ
ン
プ
終

オ
フ
ラ

点
部
）
ま
で
（
三
〇
一
メ

ン
プ
）

ー
ト
ル
）

五
二
六

国
道
一

山
梨
市
万
力
二
三
一
番
地

車
両

車
両
進
行

日
下
平
成
一
九
年
三

四
〇
号

三
先
（
下
り
万
力
オ
ン
ラ

東
か
ら
西

部

月
一
九
日

（
西
関

ン
プ
起
点
部
）
か
ら
山
梨

へ
終
日

告
示
第
二
七
号

東
連
絡

市
万
力
一
五
三
番
地
一
先

道
路
・

（
下
り
万
力
オ
ン
ラ
ン
プ

オ
ン
ラ

終
点
部
）
ま
で
（
二
三
九

ン
プ
）

メ
ー
ト
ル
）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
六
中

「
四
九
八

県
道
甲

中
央
市
臼
井
阿
原
一
、

北
進
す

終
日

南
甲
府
平
成
一
八
年
一
〇

府
市
川

五
七
七
番
地
七
先
（
田

る
車
両

月
二
六
日

三
郷
線

富
西
ラ
ン
プ
交
差
点
南

告
示
第
一
〇
七
号

（
昭
和

側
）

バ
イ
パ

ス
）

」

を「
四
九
八

県
道
甲

中
央
市
臼
井
阿
原
一
、

北
進
す

終
日

南
甲
府
平
成
一
八
年
一
〇

府
市
川

五
七
七
番
地
七
先
（
田

る
車
両

月
二
六
日

三
郷
線

富
西
ラ
ン
プ
交
差
点
南

告
示
第
一
〇
七
号

（
昭
和

側
）

バ
イ
パ

ス
）

四
九
九

国
道
一

笛
吹
市
春
日
居
町
下
岩

東
進
す

終
日

日
下
部
平
成
一
九
年
三
月

四
〇
号

下
無
番
地
先
（
上
り
下

る
車
両

一
九
日

（
西
関

岩
下
オ
ン
ラ
ン
プ
終
点

告
示
第
二
七
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
五
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

一
八
七



東
連
絡

部
）

道
路
・

オ
ン
ラ

ン
プ
）

五
〇
〇

国
道
一

笛
吹
市
春
日
居
町
上
岩

西
進
す

終
日

日
下
部
平
成
一
九
年
三
月

四
〇
号

下
二
九
二
番
地
先
（
下

る
車
両

一
九
日

（
西
関

り
上
岩
下
オ
ン
ラ
ン
プ

告
示
第
二
七
号

東
連
絡

終
点
部
）

道
路
・

オ
ン
ラ

ン
プ
）

五
〇
一

国
道
一

笛
吹
市
春
日
居
町
上
岩

東
進
す

終
日

日
下
部
平
成
一
九
年
三
月

四
〇
号

下
一
三
七
番
地
先
（
上

る
車
両

一
九
日

（
西
関

り
上
岩
下
オ
ン
ラ
ン
プ

告
示
第
二
七
号

東
連
絡

終
点
部
）

道
路
・

オ
ン
ラ

ン
プ
）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
中

「
二
、
三
九
三

国
　
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
三
、
六
〇
〇

五

南
甲
平
四
・
八
・
六

二
〇
号

番
地
先
（
甲
府
昭
和
高
校
入
口
交
差

府

三
二
号

点
）

」

を「
二
、
三
九
三

国
道
二

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
三
、
六
〇
〇

四

南
甲
平
成
一
九
年
三
月

〇
号

番
地
先
（
甲
府
昭
和
高
校
入
口
交
差

府

一
九
日

点
）

告
示
第
二
七
号

」

に
、

「
四
、
七
四
八

国
道
五

南
巨
摩
郡
増
穂
町
青
柳
町
一
、
〇
三

三

鰍
沢
平
成
一
四
年
八
月

二
号

七
番
地
の
一
先
（
富
士
川
大
橋
西
）

一
日

交
差
点

告
示
第
四
一
号

」

を「
四
、
七
四
八

国
道
五

南
巨
摩
郡
増
穂
町
青
柳
町
一
、
〇
三

四

鰍
沢
平
成
一
九
年
三
月

二
号
（

七
番
地
の
一
先
（
富
士
川
大
橋
西
交

一
九
日

甲
西
道

差
点
）

告
示
第
二
七
号

路
）

」

に
、

「
五
、
二
〇
二

国
道
一

山
梨
市
万
力
一
、
〇
九
九
番
地
先
（

二

日
下
平
成
一
九
年
一
月

四
〇
号

フ
ル
ー
ツ
公
園
入
口
交
差
点
）

部

二
五
日

告
示
第
六
号

」

を「
五
、
二
〇
二

国
道
一

山
梨
市
万
力
一
、
〇
九
九
番
地
先
（

二

日
下
平
成
一
九
年
一
月

四
〇
号

フ
ル
ー
ツ
公
園
入
口
交
差
点
）

部

二
五
日

告
示
第
六
号

五
、
二
〇
三

国
道
五

南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
三
四
〇
番
地
一
先

二

鰍
沢
平
成
一
九
年
三
月

二
号
（

（
鰍
沢
病
院
入
口
交
差
点
）

一
九
日

甲
西
道

告
示
第
二
七
号

路
）

五
、
二
〇
四

国
道
五

南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
一
、
〇
八
七
番
地

二

鰍
沢
平
成
一
九
年
三
月

二
号
（

一
先
（
鰍
沢
中
学
校
東
交
差
点
）

一
九
日

甲
西
道

告
示
第
二
七
号

路
）

五
、
二
〇
五

国
道
五

南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
一
、
四
六
六
番
地

四

鰍
沢
平
成
一
九
年
三
月

二
号
（

先
（
富
士
橋
西
詰
交
差
点
）

一
九
日

甲
西
道

告
示
第
二
七
号

路
）

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
五
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

一
八
八



五
、
二
〇
六

県
道
山

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
一
、
五
九
三

二

富
士
平
成
一
九
年
三
月

中
湖
忍

番
地
一
先
（
県
道
山
中
湖
忍
野
富
士

吉
田
一
九
日

野
富
士

吉
田
線
と
の
丁
字
路
交
差
点
）

告
示
第
二
七
号

吉
田
線

五
、
二
〇
七

国
道
二

大
月
市
駒
橋
二
丁
目
五
番
一
二
号
先

二

大
月
平
成
一
九
年
三
月

〇
号
（

（
駒
橋
交
差
点
）

一
九
日

大
月
バ

告
示
第
二
七
号

イ
パ
ス

）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
四
中

「
一
、
六

国
道
一

甲
府
市
桜
井
町
一
、

三
、
二
二
〇

自
動
車

六
〇

甲
府
平
成
一
七

一
〇

四
〇
号

〇
六
二
番
一
三
二
地

・
五

た
だ

笛
吹
年
一
二
月

（
西
関

先
（
大
蔵
経
寺
山
ト

し
、

日
下
一
日

東
連
絡

ン
ネ
ル
甲
府
市
側
出

異
常

部

告
示
第
一

道
路
・

入
口
上
下
線
の
分
岐

気
象

〇
五
号

本
線
）

点
）
か
ら
笛
吹
市
春

時
等

日
居
町
下
岩
下
三
〇

（
異

三
番
地
一
先
（
下
岩

常
気

下
ラ
ン
プ
と
の
分
岐

象
時

点
）
ま
で
の
両
側

に
お

け
る

集
中

制
御

式
可

変
標

識
に

よ
る

交
通

規
制

実
施

基
準

に
該

当
す

る
場

合
）

は
、

四
〇

」

を「
一
、
六

国
道
一

甲
府
市
桜
井
町
一
、

五
、
六
三
〇

自
動
車

六
〇

甲
府
平
成
一
九

一
〇

四
〇
号

〇
六
二
番
一
三
二
地

・
五

た
だ

笛
吹
年
三
月
一

（
西
関

先
（
大
蔵
経
寺
山
ト

し
、

日
下
九
日

東
連
絡

ン
ネ
ル
甲
府
市
側
出

異
常

部

告
示
第
二

道
路
・

入
口
上
下
線
の
分
岐

気
象

七
号

本
線
）

点
）
か
ら
山
梨
市
万

時
等

力
二
三
一
番
地
三
先

（
異

（
万
力
ラ
ン
プ
分
岐

常
気

点
）
ま
で
の
両
側

象
時

に
お

け
る

集
中

制
御

式
可

変
標

識
に

よ
る

交
通

規
制

実
施

基
準

に
該

当
す

る
場

合
）

は
、

四
〇

」

に
、

「

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
五
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

一
八
九



一
、
六

市
道
東

都
留
市
十
日
市
場
一

二
、
五
五
〇

車
両
（

四
〇

都
留
平
成
一
九

四
五

桂
古
川

五
二
番
地
の
三
先
か

原
付
・

年
二
月
五

渡
線
（

ら
都
留
市
つ
る
五
丁

け
ん
引

日

中
央
道

目
五
番
一
号
先
（
つ

②
③
を

告
示
第
九

側
道
）

る
五
丁
目
交
差
点
）

除
く
。

号

ま
で
の
両
側

）

」

を「
一
、
六

市
道
東

都
留
市
十
日
市
場
一

二
、
五
五
〇

車
両
（

四
〇

都
留
平
成
一
九

四
五

桂
古
川

五
二
番
地
の
三
先
か

原
付
・

年
二
月
五

渡
線
（

ら
都
留
市
つ
る
五
丁

け
ん
引

日

中
央
道

目
五
番
一
号
先
（
つ

②
③
を

告
示
第
九

側
道
）

る
五
丁
目
交
差
点
）

除
く
。

号

ま
で
の
両
側

）

一
、
六

国
道
五

南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
三

三
、
〇
〇
〇

車
両
（

五
〇

鰍
沢
平
成
一
九

四
六

二
号
（

、
三
三
四
番
地
の
二

原
付
・

年
三
月
一

甲
西
道

先
（
国
道
五
二
号
旧

け
ん
引

九
日

路
）

道
と
の
分
岐
部
）
か

①
②
③

告
示
第
二

ら
南
巨
摩
郡
増
穂
町

を
除
く

七
号

青
柳
町
一
、
〇
三
七

。）

番
地
の
一
先
（
富
士

川
大
橋
西
交
差
点
）

ま
で
の
両
側

一
、
六

国
道
一

笛
吹
市
春
日
居
町
下

二
〇
〇

自
動
車

四
〇

日
下
平
成
一
九

四
七

四
〇
号

岩
下
二
九
九
番
地
先

部

年
三
月
一

（
西
関

（
上
り
下
岩
下
オ
ン

九
日

東
連
絡

ラ
ン
プ
起
点
部
）
か

告
示
第
二

道
路
・

ら
笛
吹
市
春
日
居
町

七
号

オ
ン
ラ

下
岩
下
無
番
地
先
（

ン
プ
）

上
り
下
岩
下
オ
ン
ラ

ン
プ
終
点
部
）
ま
で

一
、
六

国
道
一

笛
吹
市
春
日
居
町
下

二
四
〇

自
動
車

四
〇

日
下
平
成
一
九

四
八

四
〇
号

岩
下
三
六
番
地
先
（

部

年
三
月
一

（
西
関

下
り
下
岩
下
オ
フ
ラ

九
日

東
連
絡

ン
プ
起
点
部
）
か
ら

告
示
第
二

道
路
・

笛
吹
市
春
日
居
町
下

七
号

オ
フ
ラ

岩
下
二
九
六
番
地
先

ン
プ
）

（
下
り
下
岩
下
オ
フ

ラ
ン
プ
終
点
部
）
ま

で

一
、
六

国
道
一

笛
吹
市
春
日
居
町
上

一
四
〇

自
動
車

四
〇

日
下
平
成
一
九

四
九

四
〇
号

岩
下
三
五
三
番
地
先

部

年
三
月
一

（
西
関

（
上
り
上
岩
下
オ
フ

九
日

東
連
絡

ラ
ン
プ
起
点
部
）
か

告
示
第
二

道
路
・

ら
笛
吹
市
春
日
居
町

七
号

オ
フ
ラ

上
岩
下
三
〇
六
番
地

ン
プ
）

先
（
上
り
上
岩
下
オ

フ
ラ
ン
プ
終
点
部
）

ま
で

一
、
六

国
道
一

笛
吹
市
春
日
居
町
上

二
一
七

自
動
車

四
〇

日
下
平
成
一
九

五
〇

四
〇
号

岩
下
三
〇
三
番
地
二

部

年
三
月
一

（
西
関

先
（
下
り
上
岩
下
オ

九
日

東
連
絡

ン
ラ
ン
プ
起
点
部
）

告
示
第
二

道
路
・

か
ら
笛
吹
市
春
日
居

七
号

オ
ン
ラ

町
上
岩
下
二
九
二
番

ン
プ
）

地
先
（
下
り
上
岩
下

オ
ン
ラ
ン
プ
終
点
部

）
ま
で

一
、
六

国
道
一

笛
吹
市
春
日
居
町
上

一
六
〇

自
動
車

四
〇

日
下
平
成
一
九

五
一

四
〇
号

岩
下
一
八
二
番
地
二

部

年
三
月
一

（
西
関

先
（
上
り
上
岩
下
オ

九
日

東
連
絡

ン
ラ
ン
プ
起
点
部
）

告
示
第
二

道
路
・

か
ら
笛
吹
市
春
日
居

七
号

オ
ン
ラ

町
上
岩
下
一
三
七
番

ン
プ
）

地
先
（
上
り
上
岩
下

オ
ン
ラ
ン
プ
終
点
部

）
ま
で

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
五
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成
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九
年
三
月
十
九
日

一
九
〇



一
、
六

国
道
一

笛
吹
市
春
日
居
町
上

二
四
五

自
動
車

四
〇

日
下
平
成
一
九

五
二

四
〇
号

岩
下
二
一
三
番
地
一

部

年
三
月
一

（
西
関

先
（
下
り
上
岩
下
オ

九
日

東
連
絡

フ
ラ
ン
プ
起
点
部
）

告
示
第
二

道
路
・

か
ら
笛
吹
市
春
日
居

七
号

オ
フ
ラ

町
上
岩
下
一
九
三
番

ン
プ
）

地
先
（
下
り
上
岩
下

オ
フ
ラ
ン
プ
終
点
部

）
ま
で

一
、
六

国
道
一

山
梨
市
万
力
二
九
五

三
〇
一

自
動
車

四
〇

日
下
平
成
一
九

五
三

四
〇
号

番
地
先
（
上
り
万
力

部

年
三
月
一

（
西
関

オ
フ
ラ
ン
プ
起
点
部

九
日

東
連
絡

）
か
ら
山
梨
市
万
力

告
示
第
二

道
路
・

二
三
一
番
地
三
先
（

七
号

オ
フ
ラ

上
り
万
力
オ
フ
ラ
ン

ン
プ
）

プ
終
点
部
）
ま
で

一
、
六

国
道
一

山
梨
市
万
力
二
三
一

二
三
九

自
動
車

四
〇

日
下
平
成
一
九

五
四

四
〇
号

番
地
三
先
（
下
り
万

部

年
三
月
一

（
西
関

力
オ
ン
ラ
ン
プ
起
点

九
日

東
連
絡

部
）
か
ら
山
梨
市
万

告
示
第
二

道
路
・

力
一
五
三
番
地
一
先

七
号

オ
ン
ラ

（
下
り
万
力
オ
ン
ラ

ン
プ
）

ン
プ
終
点
部
）
ま
で

一
、
六

国
道
一

山
梨
市
万
力
二
三
一

五
六
〇

車
両
（

五
〇

日
下
平
成
一
九

五
五

四
〇
号

番
地
三
先
（
万
力
ラ

原
付
・

部

年
三
月
一

ン
プ
分
岐
点
）
か
ら

け
ん
引

九
日

山
梨
市
万
力
一
、
〇

①
②
③

告
示
第
二

二
二
番
地
二
先
（
フ

を
除
く

七
号

ル
ー
ツ
公
園
入
口
交

。）

差
点
）
ま
で
の
両
側

一
、
六

県
道
山

南
都
留
郡
忍
野
村
忍

四
、
二
〇
〇

車
両
（

五
〇

富
士
平
成
一
九

五
六

中
湖
忍

草
一
、
五
九
三
番
地

原
付
・

吉
田
年
三
月
一

野
富
士

一
先
（
丁
字
路
交
差

け
ん
引

九
日

吉
田
線

点
）
か
ら
富
士
吉
田

①
②
③

告
示
第
二

市
大
明
見
七
四
七
番

を
除
く

七
号

地
先
（
砂
原
橋
東
交

。）

差
点
）
ま
で
の
両
側

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
五
中

「
四
四
五

国
道
一

甲
府
市
桜
井
町
一
、
〇

三
、
二
二
〇

車
両

終
日

甲
府
平
成
一
七

四
〇
号

六
二
番
一
三
二
地
先
（

・
五

笛
吹
年
一
二
月

（
西
関

大
蔵
経
寺
山
ト
ン
ネ
ル

日
下
一
日

東
連
絡

甲
府
市
側
出
入
口
上
下

部

告
示
第
一

道
路
・

線
の
分
岐
点
）
か
ら
笛

〇
五
号

本
線
）

吹
市
春
日
居
町
下
岩
下

三
〇
三
番
一
地
先
（
下

岩
下
ラ
ン
プ
と
の
分
岐

点
）
ま
で
の
両
側

」

を「
四
四
五

国
道
一

甲
府
市
桜
井
町
一
、
〇

五
、
六
三
〇

車
両

終
日

甲
府
平
成
一
九

四
〇
号

六
二
番
一
三
二
地
先
（

・
五

笛
吹
年
三
月
一

（
西
関

大
蔵
経
寺
山
ト
ン
ネ
ル

日
下
九
日

東
連
絡

甲
府
市
側
出
入
口
上
下

部

告
示
第
二

道
路
・

線
の
分
岐
点
）
か
ら
山

七
号

本
線
）

梨
市
万
力
二
、
二
三
一

番
地
三
先
（
万
力
ラ
ン

プ
分
岐
点
）
ま
で
の
両

側

」

に
、

「
四
五
七

県
道
白

甲
府
市
白
井
町
一
、
九

一
、
四
〇
〇

車
両

終
日

南
甲
平
成
一
九

井
河
原

四
四
番
地
一
先
（
白
井

府

年
一
月
二

八
田
線

河
原
橋
北
詰
交
差
点
）

笛
吹
五
日

か
ら
笛
吹
市
石
和
町
砂

告
示
第
六

原
八
四
番
地
先
（
砂
原

号

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
五
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

一
九
一



交
差
点
）
ま
で
の
両
側

」

を「
四
五
七

県
道
白

甲
府
市
白
井
町
一
、
九

一
、
四
〇
〇

車
両

終
日

南
甲
平
成
一
九

井
河
原

四
四
番
地
一
先
（
白
井

府

年
一
月
二

八
田
線

河
原
橋
北
詰
交
差
点
）

笛
吹
五
日

か
ら
笛
吹
市
石
和
町
砂

告
示
第
六

原
八
四
番
地
先
（
砂
原

号

交
差
点
）
ま
で
の
両
側

四
五
八

国
道
五

南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
三
、

三
、
〇
〇
〇

車
両

終
日

鰍
沢
平
成
一
九

二
号
（

三
三
四
番
地
の
二
先
（

年
三
月
一

甲
西
道

国
道
五
二
号
旧
道
と
の

九
日

路
）

分
岐
部
）
か
ら
南
巨
摩

告
示
第
二

郡
増
穂
町
青
柳
町
一
、

七
号

〇
三
七
番
地
の
一
先
（

富
士
川
大
橋
西
交
差
点

）
ま
で
の
両
側

四
五
九

国
道
一

山
梨
市
万
力
二
三
一
番

五
六
〇

車
両

終
日

日
下
平
成
一
九

四
〇
号

地
三
先
（
万
力
ラ
ン
プ

部

年
三
月
一

分
岐
点
）
か
ら
山
梨
市

九
日

万
力
一
、
〇
二
二
番
地

告
示
第
二

二
先
（
フ
ル
ー
ツ
公
園

七
号

入
口
交
差
点
）
ま
で
の

両
側

四
六
〇

県
道
山

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草

四
、
二
〇
〇

車
両

終
日

日
下
平
成
一
九

中
湖
忍

一
、
五
九
三
番
地
一
先

部

年
三
月
一

野
富
士

（
丁
字
路
交
差
点
）
か

九
日

吉
田
線

ら
富
士
吉
田
市
大
明
見

告
示
第
二

七
四
七
番
地
先
（
砂
原

七
号

橋
東
交
差
点
）
ま
で
の

両
側

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
六
中

「
一
一
、
一
四
一

市
道

北
杜
市
須
玉
町
小
倉
二
、
六
七
〇
番

韮
崎

平
成
一
九
年
二
月

地
先
（
北
進
車
両
）

五
日

告
示
第
九
号

」

を「
一
一
、
一
四
一

市
道

北
杜
市
須
玉
町
小
倉
二
、
六
七
〇
番

韮
崎

平
成
一
九
年
二
月

地
先
（
北
進
車
両
）

五
日

告
示
第
九
号

一
一
、
一
四
二

市
道
若

南
ア
ル
プ
ス
市
下
今
井
九
〇
五
番
地

南
ア
ル
平
成
一
九
年
三
月

草
四
〇

二
先
（
県
道
南
ア
ル
プ
ス
甲
斐
線
と

プ
ス

一
九
日

号
線

の
丁
字
路
交
差
点
・
西
進
車
両
）

告
示
第
二
七
号

一
一
、
一
四
三

市
道
若

南
ア
ル
プ
ス
市
下
今
井
一
、
一
六
七

南
ア
ル
平
成
一
九
年
三
月

草
四
〇

番
地
一
先
（
市
道
同
士
の
十
字
路
交

プ
ス

一
九
日

号
線

差
点
・
東
進
車
両
）

告
示
第
二
七
号

一
一
、
一
四
四

市
道
若

南
ア
ル
プ
ス
市
鏡
中
條
四
、
〇
六
七

南
ア
ル
平
成
一
九
年
三
月

草
四
〇

番
地
先
（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差

プ
ス

一
九
日

号
線

点
・
西
進
車
両
）

告
示
第
二
七
号

一
一
、
一
四
五

町
道

南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
一
、
四
六
六
番
地

鰍
沢

平
成
一
九
年
三
月

先
（
県
道
市
川
三
郷
鰍
沢
線
と
の
交

一
九
日

差
点
・
南
進
車
両
）

告
示
第
二
七
号

一
一
、
一
四
六

国
道
五

南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
三
、
三
七
三
番
地

鰍
沢

平
成
一
九
年
三
月

二
号

の
七
先
（
国
道
五
二
号
旧
道
と
国
道

一
九
日

五
二
号
甲
西
道
路
と
の
丁
字
路
交
差

告
示
第
二
七
号

点
・
東
進
車
両
）

一
一
、
一
四
七

町
道
青

南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
一
〇
五
番
地
先
（

鰍
沢

平
成
一
九
年
三
月

柳
一
号

国
道
五
二
号
甲
西
道
路
と
の
十
字
路

一
九
日

線

交
差
点
・
東
進
車
両
）

告
示
第
二
七
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
五
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

一
九
二



一
一
、
一
四
八

町
道
青

南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
一
〇
五
番
地
先
（

鰍
沢

平
成
一
九
年
三
月

柳
一
号

国
道
五
二
号
甲
西
道
路
と
の
十
字
路

一
九
日

線

交
差
点
・
西
進
車
両
）

告
示
第
二
七
号

一
一
、
一
四
九

町
道
青

南
巨
摩
郡
増
穂
町
青
柳
町
八
六
五
番

鰍
沢

平
成
一
九
年
三
月

柳
一
一

地
一
先
（
国
道
五
二
号
甲
西
道
路
と

一
九
日

号
線

の
十
字
路
交
差
点
・
東
進
車
両
）

告
示
第
二
七
号

一
一
、
一
五
〇

町
道
青

南
巨
摩
郡
増
穂
町
青
柳
町
一
、
七
四

鰍
沢

平
成
一
九
年
三
月

柳
一
一

三
番
地
一
先
（
国
道
五
二
号
甲
西
道

一
九
日

号
線

路
と
の
十
字
路
交
差
点
・
西
進
車
両

告
示
第
二
七
号

）

一
一
、
一
五
一

国
道
一

笛
吹
市
春
日
居
町
下
岩
下
二
九
六
番

日
下
部
平
成
一
九
年
三
月

四
〇
号

地
先
（
西
進
車
両
）

一
九
日

（
西
関

告
示
第
二
七
号

東
連
絡

道
路
・

下
り
下

岩
下
オ

フ
ラ
ン

プ
終
点

部
）

一
一
、
一
五
二

国
道
一

笛
吹
市
春
日
居
町
下
岩
下
二
九
九
番

日
下
部
平
成
一
九
年
三
月

四
〇
号

地
先
（
左
折
導
流
部
・
南
進
車
両
）

一
九
日

（
西
関

告
示
第
二
七
号

東
連
絡

道
路
・

上
り
下

岩
下
オ

ン
ラ
ン

プ
左
折

導
流
部

）

一
一
、
一
五
三

国
道
一

笛
吹
市
春
日
居
町
上
岩
下
三
〇
六
番

日
下
部
平
成
一
九
年
三
月

四
〇
号

地
先
（
東
進
車
両
）

一
九
日

（
西
関

告
示
第
二
七
号

東
連
絡

道
路
・

上
り
上

岩
下
オ

フ
ラ
ン

プ
終
点

部
）

一
一
、
一
五
四

国
道
一

笛
吹
市
春
日
居
町
上
岩
下
一
九
三
番

日
下
部
平
成
一
九
年
三
月

四
〇
号

地
先
（
西
進
車
両
）

一
九
日

（
西
関

告
示
第
二
七
号

東
連
絡

道
路
・

下
り
上

岩
下
オ

フ
ラ
ン

プ
終
点

部
）

一
一
、
一
五
五

市
道

山
梨
市
万
力
八
五
〇
番
地
一
先
（
南

日
下
部
平
成
一
九
年
三
月

進
車
両
）

一
九
日

告
示
第
二
七
号

一
一
、
一
五
六

市
道

山
梨
市
万
力
八
八
五
番
地
先
（
北
進

日
下
部
平
成
一
九
年
三
月

車
両
）

一
九
日

告
示
第
二
七
号

一
一
、
一
五
七

市
道

山
梨
市
万
力
二
〇
四
番
地
先
（
西
進

日
下
部
平
成
一
九
年
三
月

車
両
）

一
九
日

告
示
第
二
七
号

一
一
、
一
五
八

市
道

山
梨
市
万
力
七
五
四
番
地
二
先
（
東

日
下
部
平
成
一
九
年
三
月

進
車
両
）

一
九
日

告
示
第
二
七
号

一
一
、
一
五
九

市
道

山
梨
市
万
力
七
五
〇
番
地
一
先
（
西

日
下
部
平
成
一
九
年
三
月

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
五
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

一
九
三



進
車
両
）

一
九
日

告
示
第
二
七
号

一
一
、
一
六
〇

市
道

山
梨
市
万
力
二
二
八
番
地
一
先
（
東

日
下
部
平
成
一
九
年
三
月

進
車
両
）

一
九
日

告
示
第
二
七
号

一
一
、
一
六
一

県
道
山

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
一
、
五
九
三

富
士
吉
平
成
一
九
年
三
月

中
湖
忍

番
地
一
先
（
県
道
山
中
湖
忍
野
富
士

田

一
九
日

野
富
士

吉
田
線
と
の
丁
字
路
交
差
点
・
南
進

告
示
第
二
七
号

吉
田
線

車
両
）

一
一
、
一
六
二

市
道
大

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
一
、
五
八
九

富
士
吉
平
成
一
九
年
三
月

割
線

番
地
二
先
（
県
道
山
中
湖
忍
野
富
士

田

一
九
日

吉
田
線
と
の
十
字
路
交
差
点
・
西
進

告
示
第
二
七
号

車
両
）

一
一
、
一
六
三

市
道
大

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
一
、
六
一
三

富
士
吉
平
成
一
九
年
三
月

割
線

番
地
一
先
（
県
道
山
中
湖
忍
野
富
士

田

一
九
日

吉
田
線
と
の
十
字
路
交
差
点
・
東
進

告
示
第
二
七
号

車
両
）

一
一
、
一
六
四

農
免
農

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
一
、
八
一
二

富
士
吉
平
成
一
九
年
三
月

道
幹
線

番
地
一
先
（
県
道
山
中
湖
忍
野
富
士

田

一
九
日

一
号
線

吉
田
線
と
の
十
字
路
交
差
点
・
東
進

告
示
第
二
七
号

車
両
）

一
一
、
一
六
五

農
免
農

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
六
三
九
番
地

富
士
吉
平
成
一
九
年
三
月

道
幹
線

一
先
（
県
道
山
中
湖
忍
野
富
士
吉
田

田

一
九
日

一
号
線

線
と
の
十
字
路
交
差
点
・
西
進
車
両

告
示
第
二
七
号

）

一
一
、
一
六
六

施
設
内

富
士
吉
田
市
新
西
原
五
丁
目
五
、
五

富
士
吉
平
成
一
九
年
三
月

通
路

九
七
番
地
四
先
（
温
泉
施
設
内
通
路

田

一
九
日

と
県
道
と
の
丁
字
路
交
差
点
・
西
進

告
示
第
二
七
号

車
両
）

一
一
、
一
六
七

市
道

上
野
原
市
上
野
原
三
九
三
番
地
四
先

上
野
原
平
成
一
九
年
三
月

（
エ
ビ
沢
橋
北
詰
交
差
点
・
北
進
車

一
九
日

両
）

告
示
第
二
七
号

一
一
、
一
六
八

市
道

上
野
原
市
上
野
原
二
、
二
九
七
番
地

上
野
原
平
成
一
九
年
三
月

二
先
（
中
原
橋
北
詰
交
差
点
・
西
進

一
九
日

車
両
）

告
示
第
二
七
号

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
七
中

「
一
、
三
四
三

国
道
二

大
月
市
大
月
二
丁

一
、
七
〇
〇

車
両

終
日

大
月
平
成
一
八

〇
号
（

目
一
〇
番
一
二
号

年
一
〇
月

大
月
バ

先
（
都
留
高
校
南

二
六
日

イ
パ
ス

交
差
点
）
か
ら
大

告
示
第
一

）

月
市
駒
橋
二
丁
目

〇
七
号

五
番
五
号
先
（
駒

橋
交
差
点
）
ま
で

の
両
側

」

を「
一
、
三
四
三

国
道
二

大
月
市
大
月
二
丁

一
、
七
〇
〇

車
両

終
日

大
月
平
成
一
八

〇
号
（

目
一
〇
番
一
二
号

年
一
〇
月

大
月
バ

先
（
都
留
高
校
南

二
六
日

イ
パ
ス

交
差
点
）
か
ら
大

告
示
第
一

）

月
市
駒
橋
二
丁
目

〇
七
号

五
番
五
号
先
（
駒

橋
交
差
点
）
ま
で

の
両
側

一
、
三
四
四

国
道
五

南
巨
摩
郡
鰍
沢
町

三
、
〇
〇
〇

車
両

終
日

鰍
沢
平
成
一
九

二
号
（

三
、
三
三
四
番
地

年
三
月
一

甲
西
道

の
二
先
（
国
道
五

九
日

路
）

二
号
旧
道
と
の
分

告
示
第
二

岐
部
）
か
ら
南
巨

七
号

摩
郡
増
穂
町
青
柳

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
五
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

一
九
四



町
一
、
〇
三
七
番

地
の
一
先
（
富
士

川
大
橋
西
交
差
点

）
ま
で
の
両
側

一
、
三
四
五

国
道
一

山
梨
市
万
力
二
三

五
六
〇

車
両

終
日

日
下
平
成
一
九

四
〇
号

一
番
地
三
先
（
万

部

年
三
月
一

力
ラ
ン
プ
分
岐
点

九
日

）
か
ら
山
梨
市
万

告
示
第
二

力
一
、
〇
二
二
番

七
号

地
二
先
（
フ
ル
ー

ツ
公
園
入
口
交
差

点
）
ま
で
の
両
側

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
九
中

「
一
七
八

市
道
御

笛
吹
市
御
坂
町
金
川
原
一
、
一
五
四
番

笛
吹

平
成
一
八
年
一
〇
月
二

坂
一
三

地
三
先
（
一
宮
御
坂
Ｉ
Ｃ
南
交
差
点
）

六
日

号
線

か
ら
笛
吹
市
御
坂
町
栗
合
一
八
三
番
地

告
示
第
一
〇
七
号

先
（
栗
合
交
差
点
）
ま
で
の
両
側
歩
道

（
一
、
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）

」

を「
一
七
八

市
道
御

笛
吹
市
御
坂
町
金
川
原
一
、
一
五
四
番

笛
吹

平
成
一
八
年
一
〇
月
二

坂
一
三

地
三
先
（
一
宮
御
坂
Ｉ
Ｃ
南
交
差
点
）

六
日

号
線

か
ら
笛
吹
市
御
坂
町
栗
合
一
八
三
番
地

告
示
第
一
〇
七
号

先
（
栗
合
交
差
点
）
ま
で
の
両
側
歩
道

（
一
、
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）

一
七
九

県
道
韮

韮
崎
市
神
山
町
北
宮
地
三
八
一
番
地
先

韮
崎

平
成
一
九
年
三
月
一
九

崎
南
ア

（
武
田
八
幡
宮
入
口
交
差
点
）
か
ら
韮

日

ル
プ
ス

崎
市
旭
町
上
條
南
割
二
、
九
六
一
番
地

告
示
第
二
七
号

中
央
線

先
（
旧
県
道
韮
崎
南
ア
ル
プ
ス
中
央
線

（
旭
バ

と
の
交
差
部
）
ま
で
の
両
側
歩
道
（
四

イ
パ
ス

、
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）

）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
二
十
三
中

「
二
三

国
　
道

中
巨
摩
郡
竜
王

上
下

同
上
区

①
竜
王

車
両

南
甲
平
成
一
四
年
四

二
〇
号

町
竜
王
一
、
四

線
各

間
の
う

駅
入
口

府

月
四
日

四
七
番
地
の
一

二
（

ち
、
道

交
差
点

石
和
告
示
第
一
八
号

先
（
竜
王
立
体

た
だ

路
標
識

（
上
下

塩
山

東
側
）
か
ら
東

し
、

及
び
道

線
各
三

山
梨
郡
勝
沼
町

付
加

路
標
示

五
メ
ー

勝
沼
二
、
二
六

車
線

で
示
し

ト
ル
）

二
番
地
先
（
柏

の
あ

た
区
間

②
山
県

尾
交
差
点
）
ま

る
交

で
道
路

神
社
北

で
の
上
下
線
二

差
点

標
識
等

交
差
点

三
、
五
〇
〇
メ

は
三

に
よ
り

（
上
下

ー
ト
ル
の
区
間

）

示
し
た

線
各
三

進
行
方

五
メ
ー

向
別
区

ト
ル
）

分
に
よ

③
竜
王

る
。

東
小
学

校
入
口

交
差
点

（
上
下

線
各
三

〇
メ
ー

ト
ル
）

④
富
竹

新
田
第

一
交
差

点
（
上

下
線
各

三
五
メ

ー
ト
ル

）⑤
甲
府

昭
和
高

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
五
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

一
九
五



等
学
校

入
口
交

差
点
（

上
下
線

各
三
五

メ
ー
ト

ル
）

⑥
国
母

交
差
点

（
上
下

線
各
五

〇
メ
ー

ト
ル
）

⑦
市
場

南
入
口

交
差
点

（
上
下

線
各
五

〇
メ
ー

ト
ル
）

⑧
中
小

河
原
交

差
点
（

上
下
線

各
五
〇

メ
ー
ト

ル
）

⑨
上
町

交
差
点

（
上
下

線
各
三

五
メ
ー

ト
ル
）

⑩
小
瀬

ス
ポ
ー

ツ
公
園

入
口
交

差
点
（

上
り
線

五
〇
メ

ー
ト
ル

及
び
下

り
線
三

五
メ
ー

ト
ル
）

⑪
増
坪

交
差
点

（
上
下

線
各
五

〇
メ
ー

ト
ル
）

⑫
蓬
沢

交
差
点

（
上
下

線
各
三

五
メ
ー

ト
ル
）

⑬
西
高

橋
交
差

点
（
上

下
線
各

三
五
メ

ー
ト
ル

）⑭
上
阿

原
交
差

点
（
上

り
線
三

五
メ
ー

ト
ル
）

⑮
都
計

道
交
差

点
（
下

り
線
五

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
五
号
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九
年
三
月
十
九
日

一
九
六



〇
メ
ー

ト
ル
）

⑯
向
町

二
交
差

点
（
上

下
線
各

五
〇
メ

ー
ト
ル

）⑰
向
町

交
差
点

（
上
下

線
各
三

五
メ
ー

ト
ル
）

⑱
広
瀬

交
差
点

（
上
り

線
四
〇

メ
ー
ト

ル
及
び

下
り
線

三
〇
メ

ー
ト
ル

）⑲
四
日

市
場
西

交
差
点

（
上
り

線
三
五

メ
ー
ト

ル
及
び

下
り
線

五
〇
メ

ー
ト
ル

）⑳
四
日

市
場
交

差
点
（

上
下
線

各
三
五

メ
ー
ト

ル
）石

和

橋
西
交

差
点
（

上
下
線

各
三
〇

メ
ー
ト

ル
）都

計

道
交
差

点
東
側

か
ら
上

り
線
五

〇
メ
ー

ト
ル
の

区
間

」

を「
二
三

国
道
二

甲
斐
市
竜
王
一

上
下

同
上
区

①
竜
王

車
両

南
甲
平
成
一
九
年
三

〇
号

、
四
四
七
番
地

線
各

間
の
う

駅
入
口

府

月
一
九
日

の
一
先
（
竜
王

二
（

ち
、
道

交
差
点

笛
吹
告
示
第
二
七
号

立
体
東
側
）
か

た
だ

路
標
識

（
上
下

塩
山

ら
甲
州
市
勝
沼

し
、

及
び
道

線
各
三

町
勝
沼
二
、
二

付
加

路
標
示

五
メ
ー

六
二
番
地
先
（

車
線

で
示
し

ト
ル
）

柏
尾
交
差
点
）

の
あ

た
区
間

②
山
県

ま
で
の
上
下
線

る
交

で
道
路

神
社
北

二
三
、
五
〇
〇

差
点

標
識
等

交
差
点

メ
ー
ト
ル
の
区

は
三

に
よ
り

（
上
下

間

）

示
し
た

線
各
三

進
行
方

五
メ
ー

山
梨
県
公
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千
七
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向
別
区

ト
ル
）

分
に
よ

③
竜
王

る
。

東
小
学

校
入
口

交
差
点

（
上
下

線
各
三

〇
メ
ー

ト
ル
）

④
富
竹

新
田
第

一
交
差

点
（
上

下
線
各

三
五
メ

ー
ト
ル

）⑤
甲
府

昭
和
高

等
学
校

入
口
交

差
点
（

上
下
線

各
三
五

メ
ー
ト

ル
）

⑥
国
母

交
差
点

（
上
下

線
各
五

〇
メ
ー

ト
ル
）

⑦
市
場

南
入
口

交
差
点

（
上
下

線
各
五

〇
メ
ー

ト
ル
）

⑧
中
小

河
原
交

差
点
（

上
下
線

各
五
〇

メ
ー
ト

ル
）

⑨
上
町

交
差
点

（
上
下

線
各
三

五
メ
ー

ト
ル
）

⑩
小
瀬

ス
ポ
ー

ツ
公
園

入
口
交

差
点
（

上
り
線

五
〇
メ

ー
ト
ル

及
び
下

り
線
三

五
メ
ー

ト
ル
）

⑪
増
坪

交
差
点

（
上
下

線
各
五

〇
メ
ー

ト
ル
）

⑫
蓬
沢

交
差
点

（
上
下

線
各
三

山
梨
県
公
報
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千
七
百
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五
メ
ー

ト
ル
）

⑬
西
高

橋
交
差

点
（
上

下
線
各

三
五
メ

ー
ト
ル

）⑭
上
阿

原
交
差

点
（
上

り
線
三

五
メ
ー

ト
ル
）

⑮
都
計

道
交
差

点
（
下

り
線
五

〇
メ
ー

ト
ル
）

⑯
向
町

二
交
差

点
（
上

下
線
各

五
〇
メ

ー
ト
ル

）⑰
向
町

交
差
点

（
上
下

線
各
三

五
メ
ー

ト
ル
）

⑱
広
瀬

交
差
点

（
上
り

線
四
〇

メ
ー
ト

ル
及
び

下
り
線

三
〇
メ

ー
ト
ル

）⑲
四
日

市
場
西

交
差
点

（
上
り

線
三
五

メ
ー
ト

ル
及
び

下
り
線

五
〇
メ

ー
ト
ル

）⑳
四
日

市
場
交

差
点
（

上
下
線

各
三
五

メ
ー
ト

ル
）石

和

橋
西
交

差
点
（

上
下
線

各
三
〇

メ
ー
ト

ル
）都

計

道
交
差

点
東
側

か
ら
上

り
線
五

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
五
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平
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日
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九



〇
メ
ー

ト
ル
の

区
間甲

府

昭
和
高

校
入
口

交
差
点

西
側
か

ら
下
り

線
三
〇

メ
ー
ト

ル
の
区

間

」

に
改
め
る
。

別
表
第
二
十
四
中

「
二
五

国
道
一

都
留
市
上
谷
二
丁
目
二
番
九
号

当
該
道

都
留
平
成
一
九
年
一
月
二
五

三
九
号

先
（
都
留
市
消
防
署
前
）

路
上
に

日

標
示
し

告
示
第
六
号

た
位
置

」

を
「

二
五

国
道
一

都
留
市
上
谷
二
丁
目
二
番
九
号

当
該
道

都
留
平
成
一
九
年
一
月
二
五

三
九
号

先
（
都
留
市
消
防
署
前
）

路
上
に

日

標
示
し

告
示
第
六
号

た
位
置

二
六

町
道
三

中
巨
摩
郡
昭
和
町
押
越
一
、
〇

当
該
道

南
甲
平
成
一
九
年
三
月
一
九

〇
号
線

九
二
番
地
先
（
南
消
防
署
昭
和

路
上
に

府

日

出
張
所
前
）

標
示
し

告
示
第
二
七
号

た
位
置

」

に
改
め
る
。

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
五
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

二
〇
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